
家賃支援給付金の電子申請による受付が始まりました。 

 

令和２年７月１４日（火）より、家賃支援給付金の電子申請による受付が開始されました。 

専用ホームページにて申請要件、必要書類、申請手方法などをご確認の上、対象となる事業所

は申請手続きを行って下さい。 

 なお、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために『申請サポート会場』を開設する予定

です。開設場所などの詳細については後日、家賃支援給付金ポータルサイトへ掲載される予定で

すのでご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 家賃支援給付金に関するお知らせ（チラシ） 

  

家賃支援給付金ポータルサイト  

https://yachin-shien.go.jp/
https://yachin-shien.go.jp/

